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上越市社会福祉協議会や福祉

に関する情報を 

掲載しています。 

ぜひ、ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
              

 

〒949-3102 

大潟区九戸浜 240-2 

大潟ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎの家内 

上越市社会福祉協議会大潟支所 

 TEL ５３４－２４１０ FAX ５３４－５４４０ 

 

 

 

 

 

 

 

  

上越市社会福祉協議会 

大大潟潟支支所所だだよよりり  

【発行】令和８年５月２５日 第６６号 

 上越市社会福祉協議会では、「共に生き共につくる福祉社会を目指して」という基本理念のもと、

「地域が主体となる福祉活動の推進・拡充」のため、下記の事業を実施します。 

地域懇談会事業 

 福祉課題やニーズを把握し、自分事として共に考える

機会として実施します。 

福祉教育推進事業 

 お互いを認め支え合う意識を醸成します。 

福祉大会まつり事業 

 イベントを通した福祉の周知、啓発を図ります。 

ボランティアセンター事業 

 福祉活動の担い手の発掘や養成、育成のために

ボランティア講座を実施します。 

地域福祉活動計画策定事業 

 地域福祉活動が継続的に実施していくことが 

できるように、また活動計画が具体的な実行に 

つながるように取組を進めていきます。 

ふれいあいいきいきサロン事業 

 高齢者などが気軽に集えるサロンの設置を 

進め、活動や運営をサポートし、地域での自主的

な取組を支援します。 

支え合い・助け合い意識の向上 地域福祉活動を担う人づくり 

地域福祉活動を支える仕組みの構築と 

活動の場づくり 

 この度「大潟区地域福祉活動計画アクション 

プラン」が令和 8年 3月に策定されました。 

 このアクションプランは、令和 6 年 5 月に策定した

大潟区地域福祉活動計画を具体的な行動につなげ

ていくためのプランです。 

大潟区に暮らす一人ひとりが力を合わせて、 

みんなの想い❝ふるさと大潟を愛し、みんなが 

誇れるまちへ❞行動していきましょう。 



上越市社会福祉協議会会費納入のお願い 

 ３月７日（土）大潟コミュニティプラザにて、 

「話す・聴くを楽しむ講座」（ボランティア研修会）

を開催しました。日常生活の中で心が通う会話

を意識できるように、話すこと・聴くことの大切さと

楽しさについての講話と会話の事例を見て、気づ

いてもらえるように寸劇を披露し、理解を深めて

いただきました。 

  

 

 

 

３月５日（木）、サロン交流会を実施しました。 

大潟区いきいきサロンメンズ会の皆さんと頸城

区のサロンの皆さんが上越市立歴史博物館へ

行き、博物館を観覧しました。道中のバスの中

では手拍子ゲームや歌を歌ったりとレクレーショ

ンで楽しみました。参加された方からは、「区外

のサロンと交流することが初めてだったが、楽し

かった」と感想を聞くことができました。 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

～新任挨拶～   支所長 矢澤 智也 

                     このたび、上越市社会福祉協議会大潟支所の支所長を拝命いたしました、矢澤智也と 

申します。 

  当会は「共に生き共につくる福祉社会」を基本理念に、誰もが安心して暮らせる地域 

づくりに取り組んでいます。 

  大潟区には、日々の暮らしの中で自然と声を掛け合う、あたたかなつながりがあります。 

その魅力を大切にし、地域の皆様にとって身近で相談しやすい❝人と場所❞であり続けられる 

よう努めてまいりますので、今後ともご支援とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大潟支所だよりは、赤い羽根共同募金の配分金で発行しています。 

 上越市社会福祉協議会では、地域の皆さま、行政や福祉・医療・保険の関係者と連携・協力しながら安心

して生活できる福祉コミュニティの実現を目指しています。 

 社協会費は、住民の皆さまによる「福祉のまちづくり」を推進するために欠かすことのできない貴重な財源

となっております。 

 ６月下旬から町内会長様や隣組長様のご協力をいただき、住民の皆さまに会費の納入についてお願いを

させていただきます。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

皆さまからの会費は、大潟区の地域福祉事業に活用されます。 

１世帯：６００円 

～赤い羽根共同募金配分金事業の報告～ 


